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 ３月号 
水は貴重な資源です。滴が集まり流れをつくり、森を育み海を豊かにし

ます。水は名立区のキーワードであり、まちづくりに向けた一人ひとりの
力の結集を重ね合わせ、表題を「しずく」としました。 

 

編集・発行： 

上越市名立区総合事務所 
名立区名立大町 365 番地 1 

TEL 025-537-2121（代表） 

か 

 市のホームページではカラーでご覧いただけます。  
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 広報上越３月号でもお知らせしているとお

り、今年３月末をもって、ろばた館の「お風

呂」と「食堂」が休止となり、４月以降は「予

約制の貸館」としてご利用いただけます。 

 会議や地域の集まりはもちろん、サークル

での利用など、幅広い用途でご利用いただけ

ます。４月以降も、お気軽にろばた館をご利用

ください。（利用は事前申請が必要です） 

 

■開館時間 午前９時～午後７時 

■休 館 日 毎週月曜日 

      （3・10・17・24・31 日） 

■お風呂と食堂の最終営業日 

 ３月３０日（日） 

 ※３１日は月曜日のため休館します。 

 ※入浴回数券は３月３０日までにご

利用ください。（払い戻し不可） 

 毎月第２日曜日にろばた館で開催してき

た、名立加工グループの会による「名立のう

まいもん市」について、ろばた館での定期開

催は３月をもって終了します。長年に渡り、

ご愛顧いただき、ありがとうございました。 

 地域の皆さんへの感謝の気持ちを込めて、

３月はうまいもん市を２回開催しますので、

皆さん是非ろばた館へお越しください。 

 また、名立加工グループの会では現在、４

月以降の活動について検討しています。詳細

が決まりましたらお知らせしますので、楽し

みにお待ちください。 

■開催日 ３月９日（日）、３０日（日） 

■時 間 午前１１時～※なくなり次第終了 

■販売者 深雪加工グループ、操美会、 

八友会、不動ひまわり会 

      

      

 

加工グループ自慢の逸品を用意して、
皆さんをお越しをお待ちしています♪ 

 

■４月以降の利用可能日時 
 ・火曜日～木曜日：午前９時～午後７時 
 ・金曜日～日曜日：午前９時～午後９時 

※定休日：毎週月曜日 
※１２月２９日～１月３日は休館します 

■利用料金（１時間あたりの料金） 
 ・会議室：５９０円 
・研修室：１６０円 

 ・生活実習室：３８０円 
 ・生きがい創造室：２４０円 
■利用方法 
 必要な手続きをご案内しますので、事前に名
立区総合事務所までご連絡ください。 

■その他 
 ・予約時間に合わせて鍵管理人が開閉します 
 ・必要に応じて空調を稼働します 
 ・地域の交流の場として活用するための一部

改修工事を予定しています 
■予約・問合せ先 
総務・地域振興グループ ☎537-2121 

 市役所農村振興課    ☎520-5752 

大広間、厨房などは
10 月以降に予約可能
となる予定です  



名立区の世帯数･人口(2月 1 日現在) (   )は先月との比較 
■世帯数：937世帯（＋4世帯）■人口 男：1,020人（△1 人）女：1,103人（△2人） 計：2,123人（△3 人） 

■普通旅客運賃（１乗車あたりの金額） 

改定後の運賃（4 月 1日～） 

●大人      ３００円（現行から＋１００円） 

●高校生・中学生 ２００円（現行から変更なし） 

●小学生     １００円（現行から変更なし） 

 

■学生定期乗車券 

改定後の運賃（4 月 1日～） 備考 

大人 

●１か月往復定期乗車券    ９，７２０円 

●３か月往復定期乗車券   ２７，７００円 

●６か月往復定期乗車券   ５２，４９０円 

●１２か月往復定期乗車券  ９３，３１０円 

高校生、中学生、小学生は現行から変更な

しです 

 

■一般定期乗車券 

改定後の運賃（4 月 1日～） 備考 

大人 

●１か月往復定期乗車券   １１，５２０円 

●３か月往復定期乗車券   ３２，８３０円 

●６か月往復定期乗車券   ６２，２１０円 

高校生、中学生、小学生は現行から変更な

しです 

 

■東飛山線サポーター乗車券 

改定後の運賃（4 月 1日～） 備考 

●１世帯  ２，８００円（現行から＋８００円） 土休日のみ利用可能な乗車券です 
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名立区農業振興協議会が中心となり「名立区の将

来ビジョン」に基づいて、令和６年度に下記の取

組を実施しました。 

■そばの生産・拡大および市と連携した「夏の名立そばまつり」、「名立新そばまつり」の開催 

■名立区産農産物等のＰＲおよび販売活動のため長野県東御市「火のアートフェスティバル」に出店 

■名立区産棚田米（コシヒカリ）の有利販売 

■高齢者や青年女子等の交流と食への感謝の気持ちの醸成を目指す「そば打ち体験」の開催 

■県ホームページ「にいがた農業ナビ」を介した名立区への新規就農者を促す情報発信 

 

今後も、名立区の地域農業の維持・進行に尽力し

ます。また、ご意見などがありましたら、事務局

までお気軽にご連絡ください。 

■問合せ：名立区農業振興協議会事務局 

（産業建設業務窓口班）☎537-2123 

市営バス「東飛山線」は、４月１日から下記のとおり運賃の値上

げを実施しますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。 
 

■問合せ 総務・地域振興グループ 

☎537-2121 
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市では、道路舗装の損傷が原因となる交通事故を

防止するため、損傷箇所の早期発見と早期補修に努

めています。道路舗装のはく離や穴、ガードレール等

の破損を見つけた場合は、総合事務所に連絡をお願

いします。 

市道以外にも、県道や国道についてもご連絡いた

だければ、市から関係する道路管理者に対応を依頼

します。 
■問合せ  

産業建設業務窓口班 ☎537-2123 

■□一般書□■ 

『きみのお金は誰のため』、『カフネ』、『養老先

生、がんばる』、『死んだ山田と教室』、『みらい

めがね それでは息がつまるので』 

 

■□児童書□■ 

『ノラネコぐんだんピザをやく』、『ちいさな

ちいさな ほうせきのもり』、『おもしろい！進

化のふしぎ まだまだざんねんないきもの事

典』、『ふしぎ駄菓子屋 銭天堂１６』 

 

２か月ごとに新刊が入ります。 

「こんな本が読みたい」というリクエストがあ

れば、お気軽に公民館までどうぞ！ 

■名立地区公民館 ☎537-2004 

■教育・文化グループ ☎537-2126 

 引っ越しなどの手続きで、３月と４月は窓口が

混雑します。そのため、年度末と年度初めの日曜日

に総合事務所の窓口を開設します。 

 手続きできる届出や申請は下記のとおりです。 

※パスポートの申請受付はできません。 

 

■開設日 ３月３０日（日）、４月６日（日） 

■時 間 午前８時３０分～午後５時１５分 

■問合せ 市民生活・福祉グループ  

☎537-2122 

手続きができる各種届出など 

住民票・戸籍関係 

■住民異動届(転出･転入･転居など) 

※他市町村への照会が必要な場合や、転出証明書を持参しない特例転入は手続き

ができない場合があります。 

■戸籍届出（出生･死亡･婚姻など）、印鑑登録 

 ※戸籍、住民票の写しは広域交付を除く。 

■戸籍謄抄本、住民票の写し、印鑑登録証明書などの交付■マイナンバーカード（受

取・更新等）■電子証明書の各種手続き  

国保・年金関係 
■国民健康保険の各種申請及び相談■後期高齢者医療制度の各種申請及び相談 

■国民年金の加入届、免除申請、学生納付特例申請 

高齢者・福祉関係 
■身体障害者手帳等の申請及び交付■介護保険の各種申請■福祉関係の相談 

■高齢者福祉サービスの相談     

子育て関係 
■子ども医療費助成、児童手当、児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成などの各

種申請 

税金・収納関係 ■所得証明書、資産証明書、納税証明書の発行■市税等の納付受付 
 

総合事務所では３月１７日（月）まで、市・県民

税の申告相談を受け付けています。 

町内会ごとの相談日時の割振りや、申告時にお持

ちいただくものについては、「名立区だより【しず

く２月号】」に添付しました「市・県民税の申告相

談のお知らせ」をご確認ください。 

 
■問合せ 市民生活・福祉グループ 

☎537-2122 



 

 

 

 

 

  

日 曜日 内  容 日 曜日 内  容 

1 土 

●市・県民税の申告相談 ～17日 16 日  

総合事務所   午前 9時 30分～11時 30分 17 月  

       午後 1時 30分～3時 30分 
18 火 

●ひろば読み聞かせ・ふれあいあそび 

●造形ひろば [名立児童館 午後 1時 30分～]  [たちばな子育てひろば 午前] 

2 日  
19 水 

●ほんわかカフェ 

3 月 

●すこやかサロン（3日・6日・10日・13日・ [名立地区公民館 午前 9時 30分～11時 30分] 

17日・24日・27日・31日） 20 木  春分の日 

 [名立地区公民館 午前 9時 30分～11時 30分] 

21 金 

●し尿くみ取り収集日 

●無印良品移動販売 [名立地区公民館 ほか]  ※申し込みは上越市環境衛生公社（☎543-4121）へ 

●保育園・ひろば合同ひなまつり誕生日会 ●終業式 [宝田小学校] 

 [たちばな子育てひろば 午前] 22 土 ●映画会 [名立児童館 午後 1時 30分～] 

4 火 
●はつらつ健康教室(4日・11日・18日・25日) 23 日  

 [名立地区公民館 午前 9時 30分～11時] 
24 月 

●卒業式 [宝田小学校] 

5 水 
●ひろば育児相談会 ●終業式 [名立中学校] 

[たちばな子育てひろば 午前] 25 火 ●離任式 [名立中学校] 

6 木  

26 水 

●離任式 [宝田小学校] 

7 金 ●卒業式 [名立中学校] ●ひろば大きくなったね会 

8 土 
●ひなまつり子ども会  [たちばな子育てひろば 午前] 

 [名立児童館 午後 1時 30分～] 27 木 ●卒園式 [名立たちばな保育園] 

9 日 ●うまいもん市 [ろばた館 午前 11時～] 28 金  

10 月  29 土  

11 火 
●ひろば離乳食相談会 

30 日 

●ろばた館 お風呂・食堂最終営業日 

 [たちばな子育てひろば 午前] ●うまいもん市  

12 水    [ろばた館 午前 11時～] 

13 木  ●総合事務所窓口開設 

14 金 
●保育園お別れ会（見学）  [午前 8時 30分～午後 5時 15分] 

 [たちばな子育てひろば 午前] 
31 月 

●国民健康保険税第 9期、後期高齢者医療保 

15 土   険料第 9期、介護保険料第 12期 各納期限 

－４－ 

「撮って発見・名立の魅力」をテーマにした写真展を開催します。写真コンテストに応募があった作品や、名

立区を紹介する写真を展示しますのでご来場ください。 

 

■日 時 ３月８日（土）午前９時 

～９日（日）午後５時 

■会 場 名立地区公民館 

■問合せ （ＮＰＯ）名立の 100 年後を創造する会 

     担当：増田 ☎090-5534-9624 


